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桑名市体育館が｢ヤマモリ体育館｣に、吉之丸コミュニティパークが｢柿安コミュニティパーク｣に　？？？
桑名市は、公民連携ネーミングライツ・パートナーシップ提案について上記のネーミング等で意見を募集しています。（１０月１８日から１１月１６日まで）

これまでの、桑名市総合運動公園（ＮＴＮ総合運動公園）２００万円／年（７年間）、桑名市民会館（ＮＴＮシティホール）５０万円／年（５年間）に続いて、桑名市体育館（ヤマモリ体育館）１００万円／年（５年間）と吉之丸コミュニティパーク（柿安コミュニティパーク）３０万円／年（７年間）の２つが提案されています。
企業にとっては幾つかのメリット（税金を払うよりも名前が売れる等）がありますが、市民にとっては迷惑な事です。「この運動場はＮＴＮのものですか。」「ＮＴＮシティホールて何ですか。」等々よく聞かれる話です。

僅かな金額ではないかもしれませんが、企業に名前を売る事など止めてもらいたいものです。これが、真の「公民連携パートナーシップ」なのでしょうか。
皆で考えてみましょう。
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桑名市体育館　　　　　　　吉之丸コミュニティパーク
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
西方・北別所一帯(高塚山古墳周辺の竹林)で宅地開発
１０月２０日の新聞広告に、突然、お知らせ「簡易環境影響評価書の縦覧及び説明会の開催について」が出され、驚きと怒りで、いろいろ調べています。
名称は「サクシードヒルズ西方　宅地開発事業に係る環境影響評価について」で、開発業者は、三重県鈴鹿市高岡町６５４番地の１の「株式会社サクシードインブェストメント」です。場所は西方・北別所一帯（高塚山古墳の竹林）約１４ヘクタールで、住宅用に３６６区画を造成し、人口１３００人位を予定しているようです。(詳細は裏面を参照下さい。)
縦覧、意見提出は１０月２０日から１２月４日迄で行われています。
「株式会社サクシードインブェストメント」のＨＰからも見れますが、印刷は困難なようです。縦覧場所でゆっくり読めっこありません。コピーし、多くの人に見て貰いたいです。市内では空き家が問題になっており、宅地開発が本当に必要なのか、環境破壊は大丈夫なのか、関心を高めて行く必要があります。
人口が減少して行く中で、桑名の市街地の数少ない緑を無くして行く、自然破壊の開発を許せる訳がありません。早急に対策を考えていかなければなりません。
都市整備(開発、都市計画)、経済環境(環境、埋蔵物)、上下水道、教育委員会(学校)、市長公室(地方創生の桑名竹取プロジェクト)にも訴えて行きます。
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高塚山古墳の竹林　　　　 西方地区の竹林　　　　　土地利用計画図
説明会は１１月１０日（金）午後７時から大成公民館で
｢サクシードヒルズ西方 宅地開発事業 簡易環境影響評価書｣
開発の面積が２０ｈａ以下で１０ｈａ以上の為、準対象事業となり、簡易的環境アセスメントの実施となっている。
【開発の概要】１Ｐ－１３Ｐ（全１７０Ｐ中）
1、 準対象事業者の氏名及び住所　「株式会社　サクシードインブェストメント」、
代表取締役　瀬古　恭裕、三重県鈴鹿市高岡町６５４番地の１
2、 準対象事業の名称　サクシードヒルズ西方　宅地開発事業

3、 準対象事業の目的　（桑名市の総合計画や７つのビジョンを記載）
地域の方々が安心して快適に生活できる住環境（住宅団地）を造成する。
4、 準対象事業の内容
1 種類　住宅団地の造成
2 規模　造成面積１３．１ｈａ（事業面積１４．２ｈａ）
3 実施区域の位置　北別所・西方地区（高塚山古墳の竹林周辺）
4 工作物等の配置計画その他の土地利用に関する事項
(1) 内容及び規模　雨水・排水２流域に。西側丘陵部を切土した土量で、東側低地部を盛土する。
(2) 土地利用計画　戸建住宅用地３６６区画･生産緑地･調整池２･緑地･配水池･集会所
(3) 人口計画　３.５人Ｘ３６６戸＝１,２８１人
(4) 公共施設　道路計画（略）、公園計画（２ヶ所）
5 工法、期間、工程計画　
(1) 工事車両の走行ルート　国道２５８号より既存道路を拡幅改良
(2) 期間　約２年
6 切土・盛土その他
(1) 切土・盛土　場外への搬出を極力少なくする
(2) 防災　ⅰ)基本方針　竹などの樹木の伐採後、降雨による、土砂の流出や地盤の緩みによって、下流に被害が生じないようにする。三重県「宅地等開発事業に関する技術マニュアル」の基準に従う。ⅱ)洪水対策　仮調整池　ⅲ)土砂流出防止対策　仮設沈砂池、仮設水路、土砂流出防止柵　ⅳ)盛土地盤の安定　盛土を行う前に現況地盤の低地部に砕石や有孔管を敷設、法面保護、防災小堤
7 供給開始後の定常状態　
(1) 排水施設計画　雨水排水（調整池に貯留後）、汚水排水（検討中）
(2) 供給施設計画　給水計画（配水池機能を確保）、ガス（ＬＰＧ戸別供給）、電力（中電）
【実施区域及びその周囲の概況】　（Ｐ１４－１２４）
【環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法】（Ｐ１２５－１３７）

【簡易評価書関係地域の範囲】（Ｐ１３８－１３９）環境の現況を市役所の全職員の共通認識にして欲しい。
【評価の結果】（Ｐ１４０－１６８）、（１６９Ｐ）許認可等、（１７０Ｐ）委託先　いであ(株)名古屋支店
【総合評価】（１６８Ｐ）本事業の実施について、環境に及ぼす影響を予測・評価した結果、大気質、騒音・振動、水質、陸上動物・陸上植物、水生生物、廃棄物、温室効果ガス等に及ぼす影響については、各種の環境保全対策の実施により、事業者の実行可能な範囲内で回避・低減され、地域の環境保全の基準に整合しており、事業計画区域及びその周辺地域の環境に及ぼす影響は小さいものと考える。
【参考】マスタ―プラン、緑の計画に書かれている事。
桑名市都市計画マスタープラン（２００８年５月作成、２０２５年まで）
高塚山から走井山に続く緑の景観、マコモやヨシが繁る河川景観を地域の重要な景観資源として守るために、緑地の保全やヨシ原の復元・再生を行うなど、緑と水の景観づくりを進めます。
高塚山から走井山の緑の連続性を確保するために、地権者の理解と協力を得ながら丘陵地の緑の保全を検討します。（方針図）丘陵地の開発規制・緑の保全。　　　（地域別まちづくり構想　精義・立教・益世・修徳地域）
高塚山古墳及び土佛山など周辺の里山については、地権者や周辺地域住民の意向を尊重しながら保全を図り、住宅地の緑の保全と創出を図ります。（方針図）高塚山古墳及び土佛山周辺の里山の保全。（地域別まちづくり構想　大成・大和・深谷地域）
桑名市緑の基本計画　　都市の骨格となる緑（市街地の樹林地・高塚山古墳）
市街地に残る丘陵地等の緑は、宅地開発等によってできた市街地のエッジとなっている。歴史的遺産である高塚山古墳一帯の丘陵地は地区を特徴づける緑地であり、地区のシンボルとしての眺望景観の保全。
多度で ｢小中一貫教育｣ 説明会
10月29日多度町総合支所で行われた説明会(午後3時から2時間半余)には、悪天の中、職員を含め50名以上の方が参加し、多くの質問・意見が出されました。
教育長からの説明内容は、① 小中一貫教育とは(９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な指導・支援を行う。小・中の先生が一緒になって学力向上（註：根拠なし）を図る) ② 何故小中一貫教育が必要なのか(ⅰ学習指導、新しい時代の要請への対応。ⅱ生徒指導、子どもたちの発達の早期化への対応。ⅲ特別支援教育、途切れのない支援の確立) ③ 全国の小中一貫教育 ④ 小中一貫教育の成果と課題(子どもたちにとってはいい事である？が、教職員の負担が気になる) ⑤ 県内の小中一貫校(いなべ市藤原小・中学校、津市みさとの丘学園) ⑥ 基本構想、何が変わるか(多機能複合施設として整備、教育の質的向上（註：これが大きな問題）)でした。
参加者（特に保護者）からの質問は、｢小中一貫教育｣の質問ではなく、当局の土俵に上がった、小中一貫校でどうなるの（場所とか今後の予定）という内容で残念であった。もっと小中一貫教育の本質が何処にあるのかを質して欲しかった。その点、元校長先生の質問･意見は，小学校がなくなる問題点(地域の破壊)を適格に指摘して、小中一貫教育･校を止めるように参加者に訴える内容だった。
山本由美和光大教授は、月間｢住民と自治」2017年11月号で、｢地域コミュニティーを破壊する学校リストラの検証｣と題して、｢公共施設等総合管理計画、義務教育学校(小中一貫校)制度等により、学校統廃合(学校リストラ)が進み、住民自治の基礎単位である小学校区がつぶされようとしている。｣と述べておられます。

説明会の追加　11月26日(日)午後2時～、28日(火)午後7時～（多度町支所）
総選挙の結果について
１０月２２日投開票の衆議院選挙は残念な結果に終わりました。大変お世話にな
りました。今後も、「① 安倍政権の国政私物化、憲法破壊を止めさせる。② 北朝鮮問題は外交で解決。③ 憲法違反の「戦争法」は廃止に、安倍９条改憲を許さない。④ 消費税１０％増税の中止。⑤ 核兵器禁止条約への参加。」で頑張ります。[image: image6.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２９４　　　２０１７年　　１１　月　２　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































